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議    事    録 

 

 

会議の名称 令和７年第１０回本庄市農業委員会総会 

開催日時 令和７年１０月２７日（月） 
午後１時５５分から 

午後２時５０分まで 

開催場所 本庄ガスＥＣＯはにぽんプラザ 活動室Ｄ・Ｅ 

出・欠席者 別紙のとおり 

議事日程 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事録署名委員及び書記の指名 

４ 付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに採決 

（１）第４５号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

（２）第４６号議案 本庄農業振興地域整備計画の変更について 

（３）第４７号議案 本庄農業振興地域整備計画書（案）について 

（４）第４８号議案 地域計画策定に係る意見聴取について 

（５）報告第４４号 農地法第３条の３の規定による届出について 

（６）報告第４５号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ 

いて 

（７）報告第４６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出につ 

いて 

（８）報告第４７号 買受適格証明願について 

  （９）報告第４８号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

５ 事務局連絡事項 

６ 閉会 

配付資料 

１ 令和７年第１０回本庄市農業委員会総会議事日程 

２ 令和７年第１０回本庄市農業委員会総会議案 

３ （別冊）本庄農業振興地域整備計画の変更について 

４ （別冊）本庄農業振興地域整備計画書（案） 

５ （別冊）本庄市地域計画の変更（案）について 

６ 事務局連絡事項 

その他特記事項  

主 管 課 農業委員会事務局 



2 

 

会 議 の 経 過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局長 定刻となりましたので、ただいまより、令和７年第１０回本庄市農業委員

会総会を始めさせていただきます。 

それでは、議事日程に従い進行させていただきます。 

はじめに、議事日程１の開会を細野会長代理にお願いいたします。 

細野会長 

代理  

こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいだたき誠にありがとうござい

ます。それでは、ただ今から令和７年第１０回本庄市農業委員会総会を開会

いたします。よろしくお願いいたします。 

事務局長 次に、議事日程２、あいさつを田端会長よりご挨拶をお願いいたします。 

田端会長 （田端会長、あいさつ） 

事務局長 本日の会議でございますが、出席の農業委員数が本庄市農業委員会会議規

則、以降「会議規則」と申し上げますが、会議規則第７条に規定する過半数に

達しておりますので、会議は成立しております。 

それでは、以降の議事進行は、会議規則第６条第１項の規定により、田端

会長にお願いいたします。 

議長 それでは、議事日程３、議事録署名委員及び書記の指名を行います。議席

順に、議席７番茂木委員、議席８番塩原委員を議事録署名委員に指名します。

また、事務局の高群局長補佐を書記に指名します。 

次に、議事日程４、付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに

採決に入ります。付議事件は、議案送付時に配付した議案４件及び報告５件

です。 

はじめに、第４５号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」

を上程します。事務局の説明を求めます。 

事務局長 第４５号議案をご説明いたしますので、議案書１ページをお願いいたしま

す。 

第４５号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、本議案は、

農地法第５条第３項の意見を付して、埼玉県知事に送付するため、別紙の許

可申請について意見を求めるものでございます。本日提出、会長。 

申請内容につきましては、２ページ及び３ページをお願いいたします。申

請件数は、所有権移転８件です。 

引き続き、整理番号１をご説明いたします。申請人の住所氏名は、記載の

とおりです。申請地は、今井地内の畑３筆、面積は記載のとおりです。権利区

分は、所有権移転です。申請事由は、自己用住宅用地です。用途地域は、指定

なしです。都市計画法第３４条第１１号の指定区域です。地区担当は、議席
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１０番鈴木委員でございます。 

当該申請地につきましては、８月の第８回総会において許可相当と議決を

いただいたものでございますが、土地利用計画に変更があったため、総会後

申請を取り下げ、再度許可申請となったものでございます。 

申請地位置図は、４ページをお願いいたします。５－１については、農用

地区域から除かれているものの、農地の集団性が１０ヘクタール以上の集団

の農地であることから、第１種農地と判断いたしました。 

第１種農地の転用は、原則として不許可相当ではありますが、申請事由が

自己用住宅予定地であるため、第１種農地の不許可の例外として、農地法施

行規則第３３条第４号に規定する「住宅、その他申請に係る土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設

置されるもの。」に該当し、許可相当になるものと判断しております。また、

一般基準の不許可相当に該当する項目は、申請書類を審査する限りにおいて

ないものと判断しております。 

次に、整理番号２でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町児玉地内の畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、

共同住宅用地です。用途地域は、準工業地域です。地区担当は、議席１１番宮

部委員でございます。 

申請地位置図は、５ページをお願いいたします。５－２については、用途

地域内の農地であることから、第３種農地と判断いたしました。 

第３種農地の転用は、原則、許可相当であることから、立地基準を満たし

ており、また、一般基準の不許可相当に該当する項目も申請書類を審査する

限りにおいてないことから、本申請は許可相当であるものと判断しておりま

す。 

次に、整理番号３でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町児玉地内の畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、

自己用住宅用地です。用途地域は、第１種低層住居専用地域です。地区担当

は、議席１１番宮部委員でございます。 

申請地位置図は、６ページをお願いいたします。５－３については、用途

地域内の農地であることから、第３種農地と判断いたしました。 

さきほどの整理番号２と同様の理由により、第３種農地における立地基準

及び一般基準とも満たしているものと判断し、本申請は許可相当であるもの

と判断しております。 
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次に、整理番号４でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、今井地内の畑１筆、面

積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、自己用住

宅用地です。用途地域は、指定なしです。都市計画法第３４条第１１号の指

定区域です。地区担当は、議席１０番鈴木委員でございます。 

申請地位置図は、７ページをお願いいたします。５－４について、農用地

区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満

であることから第２種農地と判断いたしました。第２種農地における立地基

準及び一般基準とも満たしているものと判断し、本申請は許可相当であるも

のと判断しております。 

次に、整理番号５でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町高柳地内の畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、

太陽光発電施設用地です。用途地域は、指定なしです。地区担当は、議席１３

番田端会長でございます。 

申請地位置図は、８ページをお願いいたします。５－５について、農用地

区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満

であることから第２種農地と判断いたしました。 

第２種農地の転用許可の立地基準である、申請地に替えて周辺の他の土地

では、申請事業の目的を達成することができないと認められます。なお、送

配電事業者と発電事業者間の手続きにおいて、一点未確認の事項がございま

すが、他の添付書類及び代理人への聴き取りにより事業の実現性が確実であ

ること、また、一般基準の不許可相当に該当する項目も、申請書類を審査す

る限りにおいてないことから、本申請は許可相当であるものと判断しており

ます。 

次に、整理番号６でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町長沖地内の畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、

太陽光発電施設用地です。用途地域は、指定なしです。地区担当は、議席１３

番田端会長でございます。 

申請地位置図は、９ページをお願いいたします。５－６について、農用地

区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満

であることから第２種農地と判断いたしました。 

第２種農地の転用許可の立地基準である、申請地に替えて周辺の他の土地

では、申請事業の目的を達成することができないと認められます。なお、整



5 

 

理番号５と同様、送配電事業者と発電事業者間の手続きにおいて、一点未確

認の事項がございますが、他の添付書類及び代理人への聴き取りにより事業

の実現性が確実であること、また、一般基準の不許可相当に該当する項目も、

申請書類を審査する限りにおいてないことから、本申請は許可相当であるも

のと判断しております。 

次に、整理番号７でございます。２ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、北堀地内の田２筆及

び畑２筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由

は、自己用住宅用地です。用途地域は、指定なしです。都市計画法第３４条第

１１号の指定区域です。地区担当は、議席９番反町委員でございます。 

申請地位置図は、１０ページをお願いいたします。５－７について、農用

地区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未

満であることから第２種農地と判断いたしました。 

さきほどの整理番号４と同様の理由により、第２種農地における立地基準

及び一般基準とも満たしているものと判断し、本申請は許可相当であるもの

と判断しております。 

次に、整理番号８でございます。３ページをお願いいたします。 

申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町共栄地内の畑

１筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、

敷地拡張用地です。用途地域は、指定なしです。地区担当は、議席１８番坂爪

委員でございます。 

申請地位置図は、１１ページをお願いいたします。５－８について、農用

地区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未

満であることから第２種農地と判断いたしました。 

さきほどの整理番号４と同様の理由により、第２種農地における立地基準

及び一般基準とも満たしているものと判断し、本申請は許可相当であるもの

と判断しております。以上でございます。 

議長 上程議案の整理番号１から整理番号８までについて、地区担当委員からの

報告を求めます。はじめに、整理番号１について、議席１０番鈴木委員の報

告を求めます。 

鈴木誠次 

委員 

５－１について、１０番鈴木より報告させていただきます。１０月２４日

午前９時頃、髙月推進委員と現地確認を行いました。申請地の概要について

は議案書４ページ５－１の地図をご覧ください。申請地は今井金鑚神社から

西に約２００メートルに位置しております。 

申請目的は自己用住宅用地としての所有権移転となっております。事務局
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から説明があったとおり、この案件は８月総会で審議していただき許可相当

と議決を得た案件となりますが、土地利用計画に変更があり、総会後申請を

取下げ、土地利用計画を見直し、申請地を一筆追加した形で再度申請に至っ

たとのことです。 

転用目的に変更はなく、転用面積も適正のため、転用目的及び必要性は妥

当であると思われます 

農地を分断し集団性に支障が生じないこと、農道や水路にも支障を及ぼす

恐れもないことから、転用に当たっては特に問題ないかと思われます。 

以上、ご報告いたします。以上、ご報告いたします。 

議長 整理番号２及び整理番号３について、議席１１番宮部委員の報告を求めま

す。 

宮部委員 

 

はじめに、整理番号２について、１１番、宮部よりご報告させていただき

ます。１０月２６日午後０時頃、田島推進委員と現地確認を行いました。申

請地の概要につきましては議案書５ページ５－２の地図をご覧ください。申

請地は、見馴川橋交差点から北東へ約１２０メートルに位置しています。 

申請目的は共同住宅用地としての所有権移転です。受人は、運送業の他に

不動産の賃貸業などを営んでいる法人です。申請地は、閑静な住宅地で幹線

道路に近く、スーパーなどもあり、生活環境が良いため賃貸住宅として需要

があるとのことです。現在経営している賃貸住宅が隣地にあるため管理がし

やすく、事業の拡大が見込まれることから、今回の申請に至りました。 

以上の事から、転用目的及び必要性は妥当であると思われます。用途地域

は準工業地域で住宅地が建ち並び、農道、水路などに支障を及ぼす恐れもな

いことから転用にあたっては特に問題ないと思われます。 

引き続き、整理番号３について、報告させていただきます。１０月２６日

午後０時頃、田島推進委員と現地確認を行いました。申請地の概要につきま

しては議案書６ページ５－３の地図をご覧ください。申請地は、第一金屋交

差点から南東へ約１７０メートルに位置しています。 

申請目的は自己用住宅用地としての所有権移転です。受人は現在、妻と申

請地近くの借家にて生活しています。将来のことを考え自己用住宅の建設を

決意し、建設地の選定にあたっては、生活環境を変えずに徒歩圏内で妻の職

場に通勤が可能な場所を探していたところ、条件に合う土地が見つかり、今

回の申請に至ったとのことです。 

以上の事から、転用目的及び必要性は妥当であると思われます。用途地域

は第一種低層住居専用地域で住宅地に囲まれ、農道、水路などに支障を及ぼ

す恐れもないことから転用にあたっては特に問題ないと思われます。以上、
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ご報告します。 

議長 整理番号４について、議席１０番鈴木委員の報告を求めます。 

鈴木誠次 

委員 

５－４について、１０番鈴木より報告させていただきます。１０月２４日

午前９時頃、髙月推進委員と現地確認を行いました。申請地の概要について

は議案書７ページ５－４の地図をご覧ください。申請地は東今井自治会館か

ら東に約３２０メートルに位置しております。 

申請目的は自己用住宅用地としての所有権移転となっております。申請人

は申請地付近の借家に家族で生活しています。家族が増え、現在の住まいで

は手狭になってきたことや、今後の家賃の負担等も考え自己用住宅の建築を

計画していたところ、希望する条件の申請地が見つかり、申請に至りました。 

申請地は閑静な住宅地で小中学校も近く、また通勤にも便利なため選定し

たとのことです。以上のことから、転用目的及び必要性は妥当であると思わ

れます。 

申請地周辺は宅地化が進んでおり、農地を分断し集団性に支障が生じない

こと、農道や水路にも支障を及ぼす恐れもないことから、転用にあたっては

特に問題ないかと思われます。以上、ご報告いたします。 

議長 整理番号５及び整理番号６について、私が議事進行のため、私に代わり同

地区担当の倉林推進委員からの報告を求めます。 

倉林推進 

委員 

はじめに、整理番号５について、田端会長に代わりまして、倉林が報告さ

せていただきます。１０月２３日午後４時頃、田端会長と現地確認を行いま

した。申請地の概要については議案書８ページ５－５の地図をご覧ください。

５－５の申請地につきましては、千本桜橋から北東に１５０メートルの所に

位置しています。 

申請事由は、太陽光発電施設用地です。受人は太陽光発電事業と売電事業

を営んでおり、日当たりや工事及び管理用の道路を確保出来ることなどを考

慮した結果、申請地が適地と判断したため、この土地を取得し太陽光発電施

設として利用したいとのことです。 

以上のことから、農地を分断し集団性に支障が生じないこと、農道や水路

にも支障を及ぼす恐れもないことから、転用にあたっては特に問題ないかと

思われます。 

引き続き、整理番号６について、報告させていただきます。同じく１０月

２３日午後４時頃、田端会長と現地確認を行いました。申請地の概要につい

ては、議案書９ページ５―６の地図をご覧ください。５－６の申請地につき

ましては、千本桜橋から北東に３５０メートルの所に位置しています。 

申請事由は、太陽光発電施設用地です。受人は整理番号５－５と同じ事業
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者です。５－５の申請理由と同様、日当たりや工事及び管理用の道路を確保

出来ることなどを考慮した結果、申請地が適地と判断したため、この土地を

取得し太陽光発電施設として利用したいとのことです。 

周辺は、宅地や道路、太陽光発電施設に囲まれ、農地を分断し集団性に支

障が生じないこと、農道や水路にも支障を及ぼす恐れもないことから、転用

にあたっては特に問題ないかと思われます。以上、ご報告します。 

議長 整理番号７について、議席９番反町委員の報告を求めます。 

反町委員 ９番反町より報告させていただきます。１０月２１日午後１時３０分頃、

井上推進委員と現地確認を行いました。申請地の概要につきましては議案書

１０ページ、５－７の地図をご覧ください。申請地は、栗崎自治会館から北

へ約２８０メートルに位置しております。 

申請目的は自己用住宅用地としての所有権移転でございます。申請人は、

家族で市外の借家で生活しています。来年に出産を控えていますが、共働き

で二人とも帰宅が遅く、夫婦だけでの子育てが難しいため、実家付近で探し

ていたところ、祖父から土地の提供について提案がありました。 

申請地は実家に近く、子育ての協力が得られやすいことや、将来の親の介

護のことなどを考慮し、今回の申請に至ったとのことです。 

申請地は県道沿いで、周辺に宅地が建ち並んでいることから、農地を分断

し集団性に支障が生じないこと、農道や水路にも支障を及ぼす恐れもないこ

とから、転用にあたっては特に問題ないかと思われます。 

以上、ご報告いたします。 

議長 整理番号８について、議席１８番坂爪委員の報告を求めます。 

坂爪委員 １８番坂爪より報告させていただきます。１０月２２日午後１時頃、新井

幸男推進委員と現地確認及び受人からの聴き取りを行いました。申請地の概

要については、議案書１１ページ５－８の地図をご覧ください。申請地は、

県道児玉新町線上真下交差点より北東に約５００メートルに位置しておりま

す。 

申請目的は、駐車場としての敷地拡張です。受人は申請地東側で運送業と

自動車修理業を営んでいます。営業規模の拡大により、現在の敷地だけでは、

受人が保有している車両置場が不足し、車両の転回スペースもないことから、

申請地を譲り受け、車両置場と転回場として整備したいとのことでした。以

上のことから、転用の目的及び必要性は妥当であると考えます。 

また、農地を分断し集団性に支障が生じないこと、農道や水路にも支障を

及ぼす恐れもないことから転用にあたっては特に問題ないかと思われます。

以上、ご報告します。 
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議長 本議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質疑ござい

ませんか。 

（なし） 

質疑なしと認めます。これより採決に入ります。本議案について、原案の

とおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手総員） 

挙手総員と認め、本議案は原案のとおり可決しました。 

次に、第４６号議案「本庄農業振興地域整備計画の変更について」を上程

します。事務局の説明を求めます。 

事務局長 第４６号議案をご説明いたしますので、１２ページをお願いいたします。 

第４６号議案、本庄農業振興地域整備計画の変更について、本議案は、本

庄農業振興地域整備計画に対し提出された農用地利用計画の変更に係る申出

書について、本庄市長が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条

の２第２項の規定に基づき、別冊「本庄農業振興地域整備計画の変更につい

て」のとおり計画を変更することについて意見を求めるものでございます。

本日提出、会長。 

申出内容については、別冊の１ページをお願いいたします。農用地区域か

らの除外１件となっております。 

農用地区域内の農地については、原則、転用は認められませんが、農業と

集落地域の振興を図るため、農家住宅等集落の連たん性のある地域で、農業

振興地域の整備に関する法律及び本庄農業振興地域整備計画の管理に関する

運用方針に定める基準に従い、例外的に農用地区域からの除外を認めること

となっており、除外の手続きを経たうえで、転用申請を行う必要があります。 

変更内容でございますが、農用地区域からの除外については、事案番号１

の分家住宅の申出で、除外が可能なものでございます。 

それでは、事案番号１をご説明いたします。４ページの「農用地利用計画

の変更に係る申出書」をお願いいたします。土地所有者及び事業計画者の住

所氏名は、記載のとおりです。申出地は、四方田地内の田１筆及び畑１筆、面

積は記載のとおりです。変更目的は、分家住宅の新築です。５ページ及び６

ページの「変更後の使用目的に係る資料」をお願いいたします。事業計画、当

該土地を選定した理由及び経緯は、記載のとおりです。当該土地に関係する

土地基盤整備事業等の概要は、「児玉土地改良区」です。関係法令に基づく許

認可等は、「農地法第５条の許可」及び「都市計画法第２９条の許可」となっ

ております。７ページが「位置図」、８ページが「付近案内図」、９ページが

「農用地区域図」で、緑色の着色が農用地区域で青地の農地となります。  
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１０ページが「公図の写し」、１１ページが「事業計画図」となります。 

農用地区域からの除外に係る事案番号１の申出地は、集落に接続しており、

農業に関する公共投資により得られる効用に、著しい支障を及ぼす恐れがな

い土地であると判断します。以上でございます。 

議長 本議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質疑ござい

ませんか。 

（なし） 

質疑なしと認めます。これより採決に入ります。本議案について、原案の

とおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手総員） 

挙手総員と認め、本議案は原案のとおり可決しました。 

次に、第４７号議案「本庄農業振興地域整備計画書（案）について」を上程

します。事務局の説明を求めます。 

事務局長 第４７号議案をご説明いたしますので、議案書１３ページをお願いいたし

ます。 

第４７号議案、本庄農業振興地域整備計画書（案）について、本議案は、本

庄市長が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項の規

定に基づき、別冊「本庄農業振興地域整備計画書（案）」のとおり計画を変更

することについて意見を求めるものでございます。本日提出、会長。 

本計画は、農業の健全な発展を図るため、土地の農業上の利用と他の利用

との調整に留意して、農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を

保全・形成し、当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興

に関する施策を計画的に推進することを旨として策定するものであります。 

この農業振興地域整備計画は、本庄市総合振興計画その他各種計画等との

整合を図り、農業を取り巻く社会情勢と今後のまちづくりの目標を重ね合わ

せ、概ね１０年後を目標とした新たな農業・農村振興を図るため策定するも

のでございます。 

これまでの策定・見直しの経緯といたしまして、昭和４６年児玉町、昭和

４７年本庄市が埼玉県から地域指定を受け、整備計画を策定し、定期的な見

直しを行ってまいりました。また平成１８年に旧本庄市と旧児玉町の合併に

伴い、それぞれの農業振興地域整備計画の統合を行い、平成２５年から現行

の「本庄農業振興地域整備計画」となっております。 

この度の全体見直しでは、今後の土地利用状況を把握しながら、「法制度の

改正」と「県の基本方針」の変更に準拠し、農業・農村の総合的、計画的な整

備を図るため、農業振興地域整備計画を見直すことにより農業経営の規模拡
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大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進、農業を担うべき者の育成・

確保、安定的な就業機会の確保・拡大、生活環境の整備、地域資源の利用及び

管理保全等の農業振興地域の総合的な振興及び整備を積極的に推進するもの

であります。 

この農業振興地域整備計画書内の農用地利用計画策定の基本的考え方とい

たしまして、農用地区域は、今後１０年以上にわたり農業上の利用を確保す

べき土地につき設定するものとしまして、この設定に当たりましては、その

土地の位置、地形、その他の自然条件、土地利用の動向、地域の人口、産業の

見通し等を考慮するとともに、地域の農業者の意見を参考にし、将来あるべ

き土地利用の方向を見定めつつ優良な農用地の確保に努めるものといたしま

す。 

この度の全体見直しにおける農用地区域の変更内容でございますが、農用

地編入は、集団性のある２筆、計１，３９３㎡でございます。農用地除外は、

集落に介在する小規模な農用地、及び農業振興地域の整備に関する法律施行

規則第４条の６に規定する道路等公益性が特に高いと認められる事業に該当

する土地である３５４筆、計１２５，１９６㎡でございます。 

本計画は、農業生産の基盤となる優良農地の確保・保全を基本としながら、

地域の持つ様々な課題を受けとめ、農業の体質強化に努め、豊かで活力ある

農村地域社会の形成を図るための総合的、包括的な計画として、全体見直し

を実施するものでございます。以上でございます。 

議長 本議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質疑ござい

ませんか。 

（なし） 

質疑なしと認めます。これより採決に入ります。本議案について、原案の

とおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手総員） 

挙手総員と認め、本議案は原案のとおり可決しました。 

次に、第４８号議案「地域計画策定に係る意見聴取」を上程します。事務局

の説明を求めます。 

事務局長 第４８号議案をご説明いたしますので、議案書１４ページをお願いいたし

ます。 

第４８号議案、地域計画の変更に係る意見聴取について、本議案は、農業

経営基盤強化促進法第１９条第１項に定める地域計画に関して、本庄市長が、

同条第６項の規定により、別冊のとおり変更することについて意見を求める

ものでございます。本日提出、会長。 
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地域計画は、新たな担い手の位置付けや、耕作者の変更等に係る定期的な

更新が推奨されているほか、農業外の利用に係る農地の転用に際しては事前

に変更することが必要とされています。 

地域計画の内容でございますが、別冊「本庄市地域計画の変更（案）につい

て」をお願いいたします。本議案のご説明につきましては、計画書全ての説

明は長時間を要することから、総会及び議案審議の円滑な進行を踏まえ、策

定済のものから変更がある箇所のみご説明させていただきます。 

それでは、別冊の構成をご説明させていただきます。地区ごとにページ数

が異なることがございますが、表紙をおめくりいただきまして、２枚目及び

３枚目に「地域計画（案）」と表題に書かれた計画書本体、続いて「４．地域

内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）」として名簿、最後にＡ３

版の「目標地図」を添付させていただいております。 

続きまして、変更内容についてご説明させていただきます。表紙をおめく

りいただき、２枚目「地域計画」をお願いいたします。一番上から、「策定年

月日」、「更新年月日」、「目標年度」、「市町村名」及び「地域名」の記載があっ

た後、「１．地域における農業の将来の在り方」といたしまして、「（１）地域

計画の区域の状況」に各地区の農用地等の面積が記載されております。この

面積について、それぞれ令和７年９月１日時点の情報に変更いたしました。 

以後、「（２）地域農業の現状及び課題」から、ページをおめくりいただき、

「３．農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な

措置」まで変更はございません。 

続いて「４．地域内の農業を担う者一覧」につきましては、さらにページを

おめくりいただきまして、名簿を添付してございますが、この名簿につきま

しても、令和７年９月１日時点の情報に更新しております。 

本庄市においては、「地域内の農業を担う者」を、「認定農業者」、「認定新規

就農者」、「基本構想水準到達者」、「人・農地プランにおける中心経営体」及

び「利用権設定又は農地中間管理事業等により農地を借り受けている方」と

位置づけまして、表の左側から、「属性」、「氏名」に続き「現状」及び「１０

年後」の「経営作目等」、「経営面積」、「作業受託面積」を記載しております。

また、「１０年後」の欄には「目標地図上の表示」という項目がございますが、

こちらに記載した番号が、別冊の最後に添付するＡ３版の「目標地図」の各

筆の付番と対照するものでございます。 

「目標地図」には、現況の耕作者を基に、一筆ずつ、別紙に記載の「地域内

の農業を担う者」の番号を付番しており、本庄市農政課が令和６年８月に実

施した意向調査において、地域計画への氏名及び農地の掲載に同意をいただ
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いた耕作地が色付けられております。着色されていない青地農地については、

「今後担い手を検討するもの」として位置付けるものでございます。 

なお、本日は、農地一筆ごとにより細かくご確認いただけるよう「目標地

図」の縮尺を大きくしたものを、各地区に１部ずつご用意させていただき、

地区代表の委員の机にお配りしております。この後、５分ほどお時間を取ら

せていただきますので、地区ごとに皆さまでご確認をいただいた後、ご審議

を賜りたいと存じます。 

変更内容についてのご説明は以上でございます。最後に、この度の地域計

画の変更について今後のスケジュールを簡潔にご説明させていただきます。

本庄市農政課では、本議案と同様に、関係機関といたしまして、埼玉ひびき

の農業協同組合及び埼玉県農林公社よりの意見聴取を実施しております。本

議案の議決及び関係機関からの同意を得た後、１１月に地域計画（案）の縦

覧を行い、１２月を目途に地域計画の公告を予定しております。 

今回の変更を行った後の、令和７年度内の予定につきましては、今回同様

の農地転用や耕作者の変更等に伴う変更をあと１回、年度明けの４月付けの

告示で行う予定でございます。 

議案の説明は以上でございます。この後、５分ほどお時間を取らせていた

だき、本日ご用意させていただきました「目標地図」を委員の皆さまご確認

のうえ、ご審議を賜りたいと存じます。以上でございます。 

議長 それでは、各委員に、地区代表委員の席において、担当地区の「目標地図」

の確認を求めます。確認時間は５分とします。 

（５分経過後） 

時間となりましたので、各委員に復席を求めます。 

（各委員 復席） 

それでは、本議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質

疑ございませんか。 

（なし） 

質疑なしと認めます。これより採決に入ります。本議案について、原案の

とおり決することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手総員） 

挙手総員と認め、本議案は原案のとおり可決しました。 

以上で、議案審議を終了します。続きまして、報告があります。事務局より

説明を願います。 

事務局長 はじめに、報告第４４号をご説明いたしますので、議案書１５ページをお願

いいたします。 
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報告第４４号、農地法第３条の３の規定による届出について、専決処分した

のでご報告いたします。 

届出内容については、１６ページ及び１７ページをお願いいたします。専決

処分件数は、８件です。相続等により農地を取得した場合は、遅滞なく農業委

員会へ届け出なければならないという規定による届出でございます。 

続きまして、報告第４５号をご説明いたしますので、議案書１８ページをお

願いいたします。 

報告第４５号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、専決

処分したのでご報告いたします。 

届出内容については、１９ページをお願いいたします。専決処分件数は、１

件です。市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ

農業委員会へ届け出ることで埼玉県知事の許可を必要としないという規定に

よる届出でございます。 

続きまして、報告第４６号をご説明いたしますので、議案書２０ページをお

願いいたします。 

報告第４６号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、専決

処分したのでご報告いたします。 

届出内容については、２１ページをお願いいたします。専決処分件数は、７

件です。市街化区域内にある農地を農地以外のものにして、所有権の移転等を

する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで埼玉県知事の許可を必要

としないという規定による届出でございます。 

続きまして、報告第４７号をご説明いたしますので、議案書２２ページをお

願いいたします。 

報告第４７号、買受適格証明願について、専決したのでご報告いたします。 

証明願の内容については、２３ページをお願いいたします。専決処分件数は、

２件です。裁判所又は国税局等が行う農地の競売や公売については、農業委員

会が発行する買受適格証明が必要となります。今回、市街化区域内の農地を農

地以外のものにし、所有権移転をする買受申出のため、農地法第５条の届出に

係る買受適格者の証明でございます。 

続きまして、報告第４８号をご説明いたしますので、議案書２４ページをお

願いいたします。 

報告第４８号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、別紙農地

の賃貸借契約合意解通知書を受理しましたのでご報告いたします。 

通知内容については、２５ページをお願いいたします。受理件数は、４件で

す。農地の賃貸借について、合意による解約の通知が農地法第１８条第１項た



15 

 

 

 

 

 

 

だし書の規定により、同項の許可を要しないで行われた場合には、これらの行

為をした者は、農業委員会にその旨を通知しなければならないという規定によ

る通知でございます。以上でございます。 

議長 以上で報告を終了します。これをもちまして、本日の議案審議及び報告は

すべて終了いたしましたので、議長の任を降ろさせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

事務局長 ありがとうございました。 

次に、議事日程５、事務局連絡事項でございます。 

（事務局長説明） 

以上をもちまして、令和７年第１０回本庄市農業委員会総会を閉会いたし

ます。大変、お疲れさまでございました。 


